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【調査の対象となる土地について】 

土壌汚染対策法では、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業所で

あった土地が調査対象地となります。 
市条例では、土壌汚染有害物質を製造し、使用し、処理し、保管し、発生させ、又は排

出する（していた）事業所（以下、「土壌汚染有害物質使用事業所」という。）の土地（以

下、「土壌汚染有害物質使用地」という。）が調査対象地になります。 
土壌汚染対策法と市条例の調査対象となる土地の関係は、図に示すとおりです。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図：土壌汚染対策法と市条例の調査対象地の関係 
 
基本的に、土壌汚染対策法第 3 条に基づく調査対象地はすべて市条例の調査対象地とな

るが、土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染状況調査を行った物質については、市条例の土

壌調査で重複して行う必要はありません（土壌調査報告書は必要）。 
 
 
 
 
 
 
 

 
・土壌汚染有害物質を製造、使用、処理、保管する（していた）土地（第 65 条の 3） 
・ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置している（していた）事

業所の土地 

 
水質汚濁防止法又は下水道法の有

害物質使用特定施設を設置してい

た土地（第 3 条） 

 
健康被害のおそれがあるとし

て横浜市長から調査が命じら

れた土地（第 4 条） 

土壌汚染対策法の調査対象地 

土壌汚染対策法第３条の調査対象地は、すべて市条例の調査対象地です。

○土壌汚染対策法が施行された平成 15 年 2 月 15 日より前に有害物質使用特定施設を廃止し、

その後当該土地で有害物質使用特定施設を使用していない場合は、法第 3 条に基づく調査義

務はありません。ただし、市条例の調査義務はあります。 

○県条例が施行された平成 10 年 4 月 1 日より前に譲渡等され、その後土壌汚染有害物質の使

用等がなかった土地については、市条例に基づく調査義務はありません。 

○県条例の改正（平成 16 年 10 月 1 日）前に当該土地を譲渡等され、その後ダイオキシン類特

定施設の使用がなかった土地については、市条例に基づく調査義務はありません。 

市条例の調査対象地 
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１ 届出にあたっての注意事項 

  条例に基づき届出書等を提出する際には、以下に示す要領に従って作成し提出して下

さい。 
 
（１）作成部数について 

条例に基づく調査及び対策等についての届出書等は、正本及び副本（事業者控え）

の２部作成し提出して下さい。 
（２）提出書類の形式について 
   提出書類はＡ４紙ファイル等に綴り、その表紙に【提出書類名】、【届出者名（事業

者名）】を記載して下さい。なお、図面等提出書類はＡ４サイズに折りたたみインデッ

クスを用いて分かりやすくまとめて下さい。 
（３）地図等の複製利用について 
   市販の地図等を複写して利用する場合、その出版社から複製利用に関する承諾を必

ず得るようにして下さい。 
（４）情報公開について 
   提出書類については、原則として全て情報公開対象文書になります。特に建築平面

図・断面図は、設計者の建築設計上の技術的ノウハウが含まれていますので、使用し

ないで下さい。 
（５）代表者印の押印について 
   届出書への代表者印は不要です。事業者側で必要ならば押印して頂いても構いませ

ん。 
（６）事業所廃止前の事前相談等 
   効率的な土壌調査を実施し、速やかな手続きを実現するためには、あらかじめ担当

者と調査方法等の十分な事前相談を行うことが重要です。 
   事業所の廃止については、各種手続き前の早い段階、できれば移転、廃止の計画が

持ち上がった段階から、必ず事前に電話等により担当者と日時の打合せを行った後、

御来庁下さい。 
（７）担当部署 
   横浜市 環境創造局 環境保全部 規制指導課 土壌対策担当 
   〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１－１（関内中央ビル８Ｆ） 
   ＴＥＬ０４５－６７１－２４９４・２４７５ ＦＡＸ０４５－６７１－２８０９ 
   E-mail ks-dojo@city.yokohama 
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２ 条例の手続きの流れ 

(1) 概要 

   工場・事業場（以下「事業所」という。）が取り扱っている有害物質に

よって人への健康被害が生じることを防ぐ目的で、「横浜市生活環境と保

全等に関する条例」に土壌汚染対策を盛り込み、平成１７年４月１日より

施行しています。 

土壌汚染有害物質を製造し、使用し、処理し、保管し、発生させ、又は

排出する（以下「使用等」という。）事業所（以下、「土壌汚染有害物質使

用事業所」という。）を設置している者は、当該事業所を全部もしくは一

部を廃止しようとするとき、又は土壌汚染有害物質使用事業所の敷地（土

壌汚染有害物質使用事業所が土壌汚染有害物質使用事業所に該当しない

事業所となった場合の当該事業所の敷地及び土壌汚染有害物質使用事業

所が廃止された場合の当該土壌汚染有害物質使用事業所の敷地であった

土地を含む。以下「土壌汚染有害物質使用地」という。）において土地の

形質変更をしようとするときに条例の手続きの対象となり、原則として資

料等調査から土壌調査、土壌汚染があれば対策完了までの一連の手続きを

行う必要があります。市条例の手続きの流れを図１に、条例に基づく届出

の一覧を表１に、土壌汚染に係る基準を表２に示しました。 
  なお、土壌汚染対策法（以下「法」という。）の対象となる場合は、併せ

て法に基づく手続きを行うこととなります。 
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図１ 条例の手続きの流れ 

 

土壌汚染有害物質使用事業所

「事業所の全部もしくは一部の廃止」、
又は「土地の形質変更」

資料等調査

廃止等報告書　　　　　　
土地形質変更届出書

・表土調査、土壌ガス調査
・ボーリング調査
・地下水調査

土壌調査計画書

土壌汚染対策計画書　　
周知計画届出書

土壌調査報告書

土壌汚染対策完了報告書　
周知完了届出書

汚
染
状
況
等
の
公
表

土壌汚染対策※・周知の実施

手続き不要

手続き終了

手続き終了

①

②

③

④

⑤

手続き終了

該当する

あり

なし

該当しない

提出書類

汚染あり

汚染なし

土壌調査の必要性

土壌の汚染状況

 ※地下水汚染があった場合には、地下水モニタリング（Ｐ．５２参照）を含む。 
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表 1 条例に基づく届出一覧表 

    事業所の全部もしくは一部廃止 土地の形質変更 添付書類 

① 
資料等調査を実施

したとき 

土壌汚染有害物質使用事業所廃

止等報告書               

（細則第 7 号様式の２） 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土地形質変更届出書         

（細則第７号様式の７） 

・土壌汚染有害物質の使用状況

調査記録表（標準様式）、又はこ

れに準ずる書類 

② 
土壌調査計画書を

作成したとき 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土壌調査計画書            

（細則第７号様式の３） 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土地形質変更土壌調査計画書   

（細則第７号様式の８） 

・案内図、配置図、配管図、調査

対象物質（使用履歴がある物質

に限る）、調査地点図、試料採取

方法及び分析方法などをまとめ

た書類        

③ 
土壌調査を完了し

たとき 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土壌調査報告書            

（細則第７号様式の４） 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土地形質変更土壌調査報告書   

（細則第７号様式の９） 

・測定結果、計画から変更事項及

びその理由などをまとめた書類

（計量証明書、ボーリング柱状

図、試料採取写真などを添付） 

④ 

土壌汚染対策計画

を作成したとき 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土壌汚染対策計画書         

（細則第７号様式の５） 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土地形質変更土壌汚染対策計画

書                    

（細則第７号様式の１０） 

・対策の方法、対策図、工程、周

辺環境保全などをまとめた書類 

周知計画を作成し

たとき 

周知計画届出書                  

（細則第７号様式の１２） 

・周知方法、周知内容をまとめた

書類 

⑤ 

土壌汚染対策を完

了したとき 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土壌汚染対策完了報告書      

（細則第７号様式の６） 

土壌汚染有害物質使用地に係る

土地形質変更土壌汚染対策完了

報告書                  

（細則第７号様式の１１） 

・対策完了図、周辺環境保全の

結果、対策完了を確認した事項

などをまとめた書類（作業写真、

計量証明書、搬出汚染土壌管理

票の写しなどを添付） 

周知が完了したとき 
周知完了届出書                  

（細則第７号様式の１３） 

・実施した周知内容をまとめた書

類 

 ※条例の届出様式及び記載例については、環境創造局規制指導課のホームページからダウンロードすることができます。 

   http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kaihatsu/kisei/dojo/joureidojo/index.html 
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表２ 土壌汚染に係る基準 

土壌汚染有害物質 
基  準 

土壌含有量基準（ｍｇ／ｋｇ） 土壌溶出量基準（ｍｇ／Ｌ） 

四塩化炭素 

揮

発

性

有

機

化

合

物 

－ 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン － 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン － 0.02 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン － 0.04 以下 

1,3-ジクロロプロペン － 0.002 以下 

ジクロロメタン － 0.02 以下 

テトラクロロエチレン － 0.01 以下 

1,1,1-トリクロロエタン － 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタン － 0.006 以下 

トリクロロエチレン － 0.03 以下 

ベンゼン － 0.01 以下 

カドミウム及びその化合物 

重

金

属

等 

150 以下 0.01 以下 

六価クロム化合物 250 以下 0.05 以下 

シアン化合物 50 以下（遊離シアンとして） 検出されないこと 

水銀及びその化合物 15 以下 
水銀が0.0005 以下、かつ、アル

キル水銀が検出されないこと 

セレン及びその化合物 150 以下 0.01 以下 

鉛及びその化合物 150 以下 0.01 以下 

砒素及びその化合物 150 以下 0.01 以下 

ふっ素及びその化合物 4,000 以下 0.8 以下 

ほう素及びその化合物 4,000 以下 1 以下 

シマジン 

農

薬

等 

－ 0.003 以下 

チウラム － 0.006 以下 

チオベンカルブ － 0.02 以下 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） － 検出されないこと 

有機リン化合物（パラチオ

ン、メチルパラチオン、メチ

ルジメトン、及びＥＰＮ） 

－ 検出されないこと 

ダイオキシン類 

そ

の

他 

1,000pg-TEQ/ｇ以下 － 
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（土壌汚染有害物質の使用状況等の記録の管理等） 

第 65 条の 3 土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある有害な

物質で規則で定めるもの（以下「土壌汚染有害物質」という。）を製造し、使用し、処理し、

保管し、発生させ、又は排出する事業所（以下「土壌汚染有害物質使用事業所」という。）を

設置している者は、規則で定めるところにより、土壌汚染有害物質使用事業所における土壌汚

染有害物質の使用状況その他規則で定める事項を調査し、その結果を記録しておかなければな

らない。 
2 土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者は、土壌汚染有害物質使用事業所の敷地（土

壌汚染有害物質使用事業所が土壌汚染有害物質使用事業所に該当しない事業所となった場

合の当該事業所の敷地及び土壌汚染有害物質使用事業所が廃止された場合の当該土壌汚染

有害物質使用事業所の敷地であった土地を含む。以下「土壌汚染有害物質使用地」という。）

の全部若しくは一部を譲渡しようとするとき、又は借り受けていた土地に土壌汚染有害物質

使用事業所を設置していた場合において当該土壌汚染有害物質使用事業所の全部若しくは

一部を返還しようとするときにあっては前項の記録を、土壌汚染有害物質使用地の全部若し

くは一部を貸与しようとするときにあっては同項の記録の写しを、土壌汚染有害物質使用地

を譲渡し、若しくは返還し、又は貸与しようとする相手方に交付しなければならない。土壌

汚染有害物質使用地を譲り受け、又は返還を受けたもの者であっても、同様とする。 
 

（土壌汚染有害物質の使用状況等の記録の管理等） 

第 56 条の２ 条例第 65 条の３第１項に規定する規則で定める物質は、第 34 条第 2項第 1号か

ら第 25 号まで及び第 27 号に掲げる物質（同項第 5 号に掲げる物質にあっては六価クロム化

合物、同項第 27 号に掲げる物質にあってはダイオキシン類対策特別措置法第 2条第 2項に規

定する特定施設（以下「ダイオキシン類特定施設」という。）を設置する事業所が発生させ、

又は排出するものに限る。以下この節において同じ。）とする。 

２ 条例第 65 条の３第１項の規定による調査は、次項に掲げる事項に係る資料の調査、関係者

に対する聞き取り、現場の踏査その他の必要な調査を行うものとし、当該事項に変更がある場

合においては、その都度その状況の調査を行うものとする。 

３ 条例第65条の３第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 土壌汚染有害物質使用事業所の敷地の利用の状況の概要 
(2) 土壌汚染有害物質事業所の敷地の造成の状況の概要 
(3) 事業活動の概要 

(2) 土壌汚染有害物質の使用状況等の記録の管理等（条例第６５条の３第１

項の規定による記録） 

  土壌汚染有害物質の使用状況や土地の利用状況等が、事業所廃止時等に土壌調査を

行うときに必要な情報となります。事業者は、適時土壌汚染有害物質の使用状況等を

調査し、その結果を記録として管理する必要があります。 
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ア 事業所の敷地の利用の状況の概要 

敷地の利用の状況とは、工場操業から今現在までの敷地の利用状況のことで、例え

ば工場見取り図に以下の事項を記入し、必要に応じて写真を貼付して記録とします。 
・ 敷地内の建物の配置と建物の名称、目的 
・ 空き地の利用状況（グラウンド、駐車場、芝生等） 
・ 舗装の有無 
・ 地表面の標高 
なお、工場操業までの利用の状況が把握できない場合には、把握できる範囲で資料

等を収集するようにする。大規模な工場であれば、航空写真を利用することもできま

す。 
 
イ 事業所の敷地の造成の状況の概要 

敷地の造成の状況とは、工場操業から今現在までに、盛り土等を行った状況のこと

で、例えば工場見取り図に以下の事項を記入し、必要に応じて写真を貼付して記録と

します。 
・ 土地造成を実施した区域、時期及び移動した土砂の量 
・ 盛り土、掘削を行った区域の地盤高の変化 
・ 移動した土砂の一時保管場所、保管方法 
この記録は造成を行った際にその都度作成し、蓄積させれば足りるため、毎年作成

する必要はありません。 
なお、工場操業までの造成の状況が把握できない場合には、把握できる範囲で資料

等を収集する。大規模な工場であれば、航空写真を利用することもできます。 

(4) 土壌汚染有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、保管場所、保管方法、保管量、

使用期間及び使用状況（ダイオキシン類にあっては、ダイオキシン類特定施設の種類、使用時

間、使用期間及び使用状況） 
(5)ダイオキシン類対策特別措置法第 28 条第１項及び第 2 項の規定に基づく測定結果 
(6)施設（ダイオキシン類にあっては、ダイオキシン類特定施設。以下この項において同じ。）の破

損、事故等による土壌汚染有害物質の漏洩の有無、時期、場所及び漏出量 
(7)土壌汚染有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路 
(8)排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及び場所 
(9)土壌汚染有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量 
(10)施設撤去時において土壌汚染有害物質が残存し、又は付着した装置等の解体方法及び解体場所

(11)地形、地質等の概要 
(12)その他市長が特に必要と認める事項 
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ウ  事業活動の概要 

行っていた事業活動の概要を、事業活動を行っていた期間を明確にしたうえで記録

とします。 
 
エ  土壌汚染有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、保管場所、保管方

法、保管量、使用期間及び使用状況（ダイオキシン類にあっては、ダイオキシン類特

定施設の種類、使用時間、使用期間及び使用状況） 
事業所における土壌汚染有害物質の使用量等を把握するため、土壌汚染有害物質を

含む原材料等を記録する。 
土壌汚染有害物質を含むものであっても、商品名のみではそれとわからないものも

あるので、商品として購入し、使用している場合、その商品の成分の中に土壌汚染有

害物質が含まれていないかどうかを確認する必要があります。 
 

・ 原材料、使用薬品等の名称（商品名でも可）について記録するとともに、土壌汚

染有害物質の含有量について調査し記録する。 
・ 原材料の搬入、工程ラインへの移し替え等の際に漏出し土壌汚染する場合がある

ため、土壌汚染有害物質の工程ラインへの出入口及び新液、廃液の保管場所につ

いても記録する。 
・ 使用工程、原材料、製品、廃棄物、排水による汚染の可能性 

 
オ ダイオキシン類対策特別措置法第 28 条第１項及び第 2 項の規定に基づく測定結果 

ダイオキシン類特定施設の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、そ

の施設の使用に伴い、排ガス、排水、焼却灰、ばいじん及びその他燃えがらについて、

ダイオキシン類による汚染の状況を測定する義務があります。 
   その測定結果については、土壌調査の基礎資料として活用できるため、記録してお

く必要があります。 
   なお、測定結果については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき横浜市長へ報

告する義務があるので、この報告の写しを保管しておくことでも記録となります。 
 
カ 施設（ダイオキシン類にあっては、ダイオキシン類特定施設。以下この項において

同じ。）の破損、事故等による土壌汚染有害物質の漏洩の有無、時期、場所及び漏出量 
土壌汚染有害物質の地下浸透については、従来から水質汚濁防止法や条例による規

制が課せられている。ただ、規制があっても、施設や保管容器の破損等、事故時に土

壌汚染が生じる場合が考えられるので、土壌汚染有害物質の漏洩を伴うような事故時

には、特に詳細な記録を作成し、適切に管理する必要があります。 
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＜記録にあたっての留意事項＞ 
・ 保管容器の破損（容器の腐食等）は、漏洩が始まって長時間経ってから発見され

ることがあるため、漏洩の時期が特定しにくい。定期的に保管状態を調査し、破

損の有無を確認する。 
・ 腐食した保管容器から新しい保管容器への移し替えを行った場合には、その作業

内容についても記録する。 
・ 漏出の場所については、漏出した地点ではなく、漏出した汚染物質がどの範囲ま

で広がり、どこに流れてどこに行ったのか、という「汚染の可能性がある範囲」

を図面等を利用して記録する。 
・ 事故が生じた際に実施した緊急対策の内容についてもその概要を記録する。 

 
キ 土壌汚染有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路 

土壌汚染有害物質を含む排水や廃棄物が土壌に浸透することによって、土壌が汚染

される場合がある。そのため、土壌汚染有害物質を含む排水がどこで発生し、どこを

経由して排水処理を行う場所まで移送しているのか、その経路について記録する必要

があります。 
また、土壌汚染有害物質を含む廃棄物について、どこで発生し、どこへどのような

形で搬送し、保管し、処分したのか記録する必要があります。 
＜記録する具体的な事項＞ 
・ 排水及び廃棄物の発生量、種類及び形態 
・ 排水の配管系統（排水桝等一時滞留するところ、排水を業者委託処分している場

合は一時貯留場所等には特に注意して記録する） 
・ 排水の処理方法、排出経路 
・ 工場内における廃棄物の収集経路、一時貯留場所（移し替えを行う場合にあって

はその場所も含めて記録する） 
・ 廃棄物の処理方法 

 
ク 排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及び場所 

土壌汚染有害物質を含む排水や廃棄物の処理施設には土壌汚染有害物質が定期的に

導入されるため、土壌汚染が発生している可能性が高くなる。これらの施設がどのよ

うな施設であるのか、どこに位置しているのか記録する必要があります。 
＜記録する具体的な事項＞ 
・ 処理施設の設計図（処理能力）及び実際の稼働状況（処理量） 
・ 処理施設の構造図（特に薬品タンク、原水槽の位置、地下ピットの有無、焼却炉

にあっては焼却灰・ばいじんの取り出し口等） 
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ケ 土壌汚染有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量 
現在は廃棄物の埋立て処分は、許可を受けた場所以外は禁止されています。 

ただ、過去には禁止されていない時期があったため、事業所内で埋立て処分を行って

いた場合がある。埋立て処分の有無について調査し、記録しておくとともに、土壌汚

染有害物質を含む廃棄物としての燃えがら、汚泥、ばいじん等を埋め立てていた経緯

がある場合については、何を処理したものなのかを記録し、廃棄物の処理委託のため

に分析したデータがあればそれを保管管理します。 
 
コ 施設撤去時において土壌汚染有害物質が残存し、又は付着した装置等の解体方法及

び解体場所 
土壌汚染有害物質を取り扱っていた施設をその場で解体した場合、解体作業の内容

によっては、敷地内の非汚染区域を汚染させる可能性もあるため、解体作業にあって

は土壌汚染させないような配慮が重要です。 
また、解体作業についての記録をすることにより、解体に際しての土壌汚染が防止

できていたのか重要な資料となります。 
   なお、焼却施設の解体工事については条例第 99条及び第 100条の規定が適用され、

届出が必要になっている場合がありますので、この届出の内容を記録として活用する

ことができます。 
＜記録する具体的な事項＞ 
・ 解体中の作業場所及び部品の仮置き場所 
・ 解体中の土壌汚染防止策（残存する土壌汚染有害物質の除去方法、土壌汚染防止

策等） 
・ 解体後の移設先の状況 

 
サ 地形、地質等の概要 

周辺の地下水流動を判断する場合には、自然に形成された地形から地質の状況を判

断する必要があるが、過去の大規模な造成工事等により、元々の状態がわからなくな

ってしまう場合があります。 
また、周辺に工場廃液や廃棄物等の一時貯留等を行っていた場合、事業所内の汚染

がその土地に起因する可能性もあります。 
そのような状況に対応するため、可能な限り周辺の状況等（過去の状況も含む）に

ついても記録する必要があります。 
そのほか、建築工事の際等に事業所敷地内でボーリング等を行った場合には、地下

水の状況の重要な資料となるため、土壌汚染対策の一環としてボーリングデータを保

管することが大切です。 
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＜記録する具体的な事項＞ 
・ 周辺の地形図 
・ 周辺の土地の利用状況（スナップ写真等） 
・ 建物を建てる際に得られたボーリングデータ 
・ その他、工事等の際に見られた特殊な地質の状況 

 
シ その他市長が特に必要と認める事項 

自主的に土壌調査を行った結果がある場合は調査方法を明確にして記録・保管しま

す。 
さらに、自主的に行った汚染土壌の浄化対策等に伴う土砂の移動についても、でき

る限り詳細に記録することが必要です。 
その他、必要と認める事項が追加されることがあります。 
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(3) 土壌汚染有害物質使用事業所の廃止時の手続きについて 

土壌汚染有害物質使用事業所を廃止等しようとするときの調査及び報告の義務を定

めています。これは、土壌汚染有害物質を使用等していた事業者がその土地で事業を

廃止等する機会に、土壌汚染有害物質使用地の土壌に係る調査を自ら行うことが、そ

の後に土壌に起因する公害を防止するうえで最も有効であると考えられることにより

ます。 

「事業所を廃止しようとするとき」とは、当該事業所の事業全体について再開を前

提とせずに廃止することを指し、事業所の移転に伴う廃止、組織の解散に伴う廃止、

廃業や倒産による廃止等が該当します。当該事業所の事業が継続しているならば、土

壌汚染有害物質を使用していた工程の廃止又は特定の建物の廃止は事業所の廃止に該

当しません。ただし、工程を廃止又は建物を解体した土地を切り売りする場合や貸し

出す場合には一部廃止に該当し、また、建物の解体等に伴い、土地の形質変更を行う

場合にあっては、条例第 65 条の 5 第 1 項の規定に該当するので注意が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（土壌汚染有害物質使用事業所の廃止時等の調査等） 

第65条の４ 土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者は、当該土壌汚染有害物質使用事業 

 所を廃止しようとするとき、当該土壌汚染有害物質使用地の一部の使用を廃止して譲渡し、若 

 しくは貸与しようとするとき、又は借り受けていた土地に土壌汚染有害物質使用事業所を設置 

 していた場合において当該土壌汚染有害物質使用地の一部の使用を廃止して返還しようとする 

 ときは、規則で定めるところにより調査を行い、その結果及び規則で定める事項を市長に届け出 

 なければならない。この場合において、土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者が所在 

 不明その他の理由により当該調査を行うことができないと市長が認めるときは、当該土壌汚染 

 有害物質使用地の所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）が行うものとする。 

２ 前項の届出を行った者は、同項の調査の結果、土壌の汚染のおそれがないと市長が認める場合 

 を除き、規則で定める調査の計画を作成し、市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定により調査の計画を作成した者が、当該調査を誠実に実施し、当該調査を完了したと

きは、その結果を市長に報告しなければならない。 

４ 前項の報告を行った者は、当該報告に係る土壌汚染有害物質使用地の土壌が規則で定める土 

 壌汚染に係る基準に適合していないときは、土壌汚染対策計画を作成し、市長に提出しなけれ 

 ばならない。 

５ 前項の規定により土壌汚染対策計画を作成した者が、当該計画に基づく対策を誠実に実施し、 

 当該対策を完了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。 

６ 前各項に規定する者は、土壌汚染有害物質使用地の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは貸 

 与しようとするとき、又は借り受けていた土地に土壌汚染有害物質使用事業所を設置していた 

 場合において当該土壌汚染有害物質使用地の全部若しくは一部を返還しようとするときは、前 

項の規定により市長に届出をし、提出し、又は報告した書類を土壌汚染有害物質使用地を譲渡し、

貸与し、又は返還しようとする相手方に交付しなければならない。土壌汚染有害物質使用地を譲

り受け、又は返還を受けた者にあっても、同様とする。 
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ア 土壌汚染有害物質使用事業所廃止等報告書 
土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者が、土壌汚染有害物質使用事業所

を廃止等しようとするときは、当該地の土壌汚染有害物質の使用状況等の記録をま

とめたものとして土壌汚染有害物質使用事業所廃止等報告書（細則第7号様式の２）

（４０ページ）を作成し、提出していただきます。提出の際には、２６、２７ペー

ジのチェックシート１に示す事項を確認しますので、これらの事項を説明する資料

を添付して下さい。 

 

  イ 土壌汚染有害物質使用地に係る土壌調査計画書 

資料等調査の結果を踏まえ土壌調査が必要と判断された場合にあっては、土壌汚染

有害物質使用地に係る土壌調査計画書（細則第7号様式の３）（４１ページ）を作成し、

提出していただきます。提出の際には、２８ページのチェックシート２に示す事項を

確認しますので、これらの事項を説明する資料を添付して下さい。 

土壌調査の方法は、「土壌汚染対策法及び土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の

技術的手法の解説に準拠して行い、土壌汚染の存在するおそれに応じ、試料採取地点

を設定することになります。この計画書は、表土調査、土壌ガス調査の計画を提出し

ていただきます。 

ダイオキシン類の場合、資料等調査から比較的汚染が高いと考えられる裸地を試料

採取地点とします。 

なお、土壌調査計画書提出後に変更がある場合にあっては、土壌汚染有害物質使用

地に係る土壌調査報告書（規則第7号様式の４）に変更事項を列挙し、その理由・根拠

等を記載して下さい。 

 

ウ 土壌汚染有害物質使用地に係る土壌調査報告書 

土壌調査計画書に基づき実施した土壌の調査結果をまとめ土壌汚染有害物質使

用地に係る土壌調査報告書（規則第 7 号様式の４）（４２ページ）を作成し、提出

していただきます。 

提出の際には、２９ページのチェックシート３に示す事項を確認しますので、こ

れらの事項を説明する資料を添付して下さい。この報告書は、表土調査、土壌ガス

調査の結果を提出していただきます。また、法の第３条の土壌汚染状況調査結果報

告書も同時に提出することができます。 

また、既に土壌調査が行われている場合に、調査結果が利用できる場合もありま

すので、本市担当者にご相談下さい。 
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エ 土壌汚染有害物質使用地に係る土壌汚染対策計画書 

土壌調査の結果、土壌汚染有害物質使用地の土壌が土壌汚染に係る基準に適合し

ていないことが確認された場合にあっては、土壌汚染有害物質使用地に係る土壌汚

染対策計画書（規則第 7 号様式の５）（４３ページ）を作成し、提出していただき

ます。提出の際には、３０ページのチェックシート４に示す事項を確認しますので、

これらの事項を説明する資料を添付して下さい。 

 

オ 土壌汚染有害物質使用地に係る土壌汚染対策完了報告書 

当該計画に基づく対策を誠実に実施し、当該対策を完了したときは、その結果をまと

めて土壌汚染有害物質使用地に係る土壌汚染対策完了報告書（規則第7号様式の６）（４

４ページ）を作成し、提出していただきます。提出の際には、３１ページのチェックシ

ート５に示す事項を確認しますので、これらの事項を説明する資料を添付して下さい。 

この対策完了報告書は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」

等を参考に作成して下さい。なお、複数の土壌汚染対策を行う場合にあっては、原則と

して個々の土壌汚染対策の完了にあわせて中間報告し、最終的にすべての対策が完了し

た場合に完了報告書を提出していただきます。また、対策が適切に完了したことを地下

水の水質の測定の結果により確認する対策にあっては、対策工事が完了したら中間報告

を行い、その後所定の回数について地下水基準に適合していることを確認したことをも

って、対策完了報告となります。（５２ページ、「措置の種類と地下水の水質の測定内

容」参照）中間報告については特に様式を定めていませんが、横浜市長あての鑑を添付

し、完了報告に準じた簡易な報告書（作業写真、計量証明書、土管票などの添付資料は

原則として不要で、完了報告書に添付して下さい。）を提出していただきます。 

  

カ 廃止時等の調査結果、対策結果の引継ぎ 

廃止時等に行われた土壌調査結果及び対策完了結果の記録については、事業者自らも

保存し、土地の譲渡、返還等が行われる場合には次の相手方に継承する必要があります。 

条例の手続きの途中であっても調査対象地を譲渡、返還等することは可能であり、

譲渡人（事業者）は譲受人（新たな土地の所有者又は地主等）に対し、条例の手続き

が必要である旨を説明するとともに、条例の届出書類等の記録を引き継ぐことが必要

です。 
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(4) 土壌汚染有害物質使用地における土地の形質変更を行う際の手続きに

ついて 

土壌汚染有害物質使用地において土地の形質変更時に調査、対策を行う理由は、

土地の形質変更に伴って汚染土壌が飛散、流出等あるいは地下水汚染を引き起こす

など周辺の環境に影響を及ぼすことを防止するため、調査を義務づけるとともに、

対策を行うのに適正な契機にもあたるからです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ア 土地の形質変更の定義について 

土地の形質変更とは、建築物若しくは工作物を設置又は撤去する目的で土地を掘

削等する行為のことで、土地そのものに何らかの変化を与えることが該当します。

なお、土壌汚染有害物質使用地において土地を分筆して譲渡し、敷地境界線が変更

される場合は「一部廃止」に該当し、譲渡を伴わない分筆は「廃止」にも土地の形

質変更にも該当しません。 

 
 
 
 
 

 

 
条例の「土地の形質変更」をかみ砕いて表現をすれば、現在の地表面（建築物や

工作物の基礎等が地表面より下にある場合は、その直下や周辺の土壌も含む）を乱

す行為のこと。土壌を乱すことにより適正な土壌調査や対策が行うことができなく

なり、汚染土壌があった場合、周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため、その前

に土壌調査や対策を行うことを規定しました。 

条例の「土地の形質変更」について 

（土壌汚染有害物質使用地における土地の形質変更の実施等） 
第 65 条の 5 土壌汚染有害物質使用地において土地の掘削その他形質の変更を行うとする者（以

下「形質変更者」という）は、規則で定めるところにより調査を行い、その結果及び規則で定

める事項を市長に届け出なければならない。 
2 前条第 2 項から第 6 項までの規定は、前項の土地の形質変更について準用する。 
 
（土壌汚染有害物質使用地における土地の形質変更の届出） 
第 56 条の 6 条例第 65 条の 5 第 1 項の規定による調査は、第 56 条の 3 第 1 項に定めるところ

により行うものとする。 
2 条例第 65 条の 5 第 1 項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 
(2) 土壌汚染有害物質使用地の位置及び区域 
(3) 土壌汚染有害物質使用地に設置されている又は設置されていた土壌汚染有害物質使用事業

所の名称 
(4) 土地の形質変更後の土壌汚染有害物質使用地の利用計画 
(5) 条例第 65 条の３第 1 項の規定による記録 
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イ 土地の形質変更における届出が要・不要の判断基準について 

「土地の形質変更」は、土壌汚染有害物質使用地の一部での土地の形質変更も含ま

れます。また、舗装の恒久的な設置など、その後土壌調査が困難になるような変更に

ついても形質変更となります。形質変更を行おうとする場合はすべて届出が必要です。      

ただし、敷地内の樹木等の修復工事などの通常の管理行為など軽易な行為（※１）で

あって、次の要件をすべて満たす場合は形質変更とはしないこととします。（図 2 参

照）（届出対象外） 
  ア 面積が１０㎡以下の変更であること 
  イ 高さが 1.5m を超える法を生ずる切り土又は盛土を伴わない変更であること 
  ウ 土壌汚染有害物質使用地においては、土壌汚染有害物質の使用等が行われた履歴

がない範囲の土地の変更であること 
  エ ダイオキシン類により土壌が汚染されている可能性がない範囲の土地の変更であ

ること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表土のアスファルト舗装は、軽易な行為と形質変更にあたる恒久的な措置に分けて考

えることとします。軽易な行為とは、アスファルト舗装でも陥没部分の補修や轍の解消

であり、軽易な行為に当たらない行為とは裸地に対して直接アスファルト舗装する（設

置）などです。 
上記のほかに排水ピット等を撤去せずに単に埋め戻す行為は土地の形質変更に該当し

ません。ただし、埋め戻すことにより当該排水ピット等が廃棄物に該当する場合にあっ

ては、廃掃法に抵触するので、資源循環局産業廃棄物対策課と相談して下さい。排水ピ

ット等の埋め戻し後、当該排水ピット等を撤去する場合には、その直下を土壌汚染が存

在するおそれがある土地に分類して土壌調査を行う必要性があります。 

※１＜軽易な行為の例＞ 
  １ アスファルト舗装の補修（陥没部分の補修、轍の解消など） 
  ２ 街路樹の植え替え 
  ３ 緑地の土の補充 
  ４ 土地の改変を伴わない建築物（工作物を含む）の変更 
  ＜軽易な行為に当たらない行為の例＞ 
  １ 裸地に対する舗装の設置 
  ２ 建築物の設置又は除去 
  ３ 基礎の設置又は除去に伴う施設の変更 
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              10 ㎡以

下：届出

対象外 

     
：事業所の敷地境界 

                   

                         

                        ：土地の形質変更を行

う範囲              

１０㎡超：土壌汚染が存

在するおそれがないた

め、土壌調査は不要。 

    

                             

    

10 ㎡以下 

             ：土壌汚染が存在する

おそれがある土地、又

は少ない土地 

                 

                 

                                 

                                   

 
図 2 土地の形質変更に係る届出の要不要のイメージ 

 

ウ 土地の形質変更に係る手続きについて 

条例の土地の形質変更に該当する場合にあっては、以下の手続きが必要です。手続きの

流れは基本的には土壌汚染有害物質使用事業所の廃止時と同じです。 

 

(ｱ) 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更届出書（資料等調査） 
土壌汚染有害物質使用地における形質変更者が、土壌汚染有害物質使用地において土

地の形質変更をしようとするときは、当該地全体の土壌汚染有害物質の使用状況等の記

録をまとめるとともに、土地の形質変更を行おうとする対象地における状況等をまとめ

たものとして土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更届出書（規則第7号様式の７）

（４５ページ）を作成し、提出していただきます。 

提出の際には、３２、３３ページのチェックシート６に示す事項を確認しますので、

これらの事項を説明する資料を添付して下さい。  

なお、土地の形質変更を行うすべての土地を土壌汚染が存在するおそれがない土地に

分類され、かつ届出が必要な要件を満たす場合にあっては、土壌汚染有害物質使用地に

係る土地形質変更届出書（規則第 7 号様式の７）を提出し土壌調査は不要となります。 
 

 

 

届出対象 
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(ｲ) 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌調査計画書 

資料等調査の結果を踏まえ土壌調査が必要と判断された場合にあっては、土壌汚染有害

物質使用地に係る土地形質変更土壌調査計画書（規則第7号様式の８）（４６ページ）を作

成し、提出していただきます。                          

  提出の際には、３４ページのチェックシート７に示す事項を確認しますので、これら

の事項を説明する資料を添付して下さい。土壌調査の方法は、「土壌汚染対策法に基づく

調査及び措置の技術的手法の解説」に準じて行い、土壌汚染の存在するおそれに応じ、試

料採取地点を設定することとなります。この計画書には、表土調査、土壌ガス調査の計画

を提出していただきます。 

ダイオキシン類の場合、資料等調査から比較的汚染が高いと考えられる裸地を試料採取

地点とします。 

なお、土壌調査計画書提出後に変更がある場合は、土壌調査報告書に変更事項し、その

理由・根拠等を明記する必要があります。 

また、法及び条例の両方に該当している場合は、調査項目を省略できる場合もあります。 

 

(ｳ) 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌調査報告書 

土壌調査計画書を作成した者が、当該土壌調査を誠実に実施し、完了したときは、その

結果をまとめて、土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌調査報告書（規則第7

号様式の９）（４７ページ）を提出していただきます。 

提出の際には、３５ページのチェックシート８に示す事項を確認しますので、これらの

事項を説明する資料を添付して下さい。 
 

(ｴ) 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌汚染対策計画書 

土壌調査の結果、土壌汚染有害物質使用地の土壌が土壌汚染に係る基準に適合してい

ないことが確認された場合にあっては、土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土

壌汚染対策計画書（規則第 7 号様式の１０）（４８ページ）を作成し、提出していただ

きます。 

提出の際には、３６ページのチェックシート９に示す事項を確認しますので、これら

の事項を説明する資料を添付して下さい。 
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(ｵ) 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌汚染対策完了報告書 

当該対策を完了したときは、その結果をまとめて土壌汚染有害物質使用地に係る土地形

質変更土壌汚染対策完了報告書（規則第7号様式の１１）（４９ページ）を作成し、提出し

ていただきます。提出の際には、３７ページのチェックシート１０に示す事項を確認しま

すので、これらの事項を説明する資料を添付して下さい。この対策完了報告書は、「土壌

汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」等を参考に作成して下さい。なお、

複数の土壌汚染対策を行う場合にあっては、原則として個々の土壌汚染対策の完了にあわ

せて中間報告し、最終的にすべての対策が完了した場合に完了報告書を提出していただき

ます。また、対策が適切に完了したことを地下水の水質の測定の結果により確認する対策

にあっては、対策工事が完了したら中間報告を行い、その後所定の回数について地下水基

準に適合していることを確認したことをもって、対策完了報告となります。（５２ページ、

「措置の種類と地下水の水質の測定内容」参照）中間報告については特に様式を定めてい

ませんが、横浜市長あての鑑を添付し、完了報告に準じた簡易な報告書（作業写真、計量

証明書、土管票などの添付資料は原則として不要で、完了報告書に添付して下さい。）を

提出していただきます。 

 

(ｶ) 土地の形質変更時の調査結果、対策結果の引継ぎ 

土地の形質変更時に行われた土壌調査結果及び対策完了結果の記録については、事業

者自らも保存し土地の譲渡等が行われる場合には次の相手方に継承する必要があります。 
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(5) 土壌汚染対策における周辺住民への周知を行う際の手続きについて 

汚染土壌の掘削等を伴う工事が実施される場合は、工事により周辺環境に影響を与え

ることがないようにすることが必要です。そのため、周辺住民へ対策についての情報提

供し、何をしているのか明らかにすることで、不安を取り除き、理解を得るためにも住

民への周知が重要なので、その方法等を届け出ることを義務付けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 周知の対象範囲及び対象者について 

   周知の対象範囲及び対象者としては、原則として、土壌汚染対策計画を実施しようと

する土壌汚染有害物質使用地又は法第３条あるいは第４条の調査対象となった敷地に隣

接する自治会の範囲内の住民とする。自治会がない場合は、地域の実情にあわせ、隣接

する同一地番内の住民など、自治会相当の範囲内の住民とする。 

 

（周辺住民への周知計画の提出） 
第 65 条の 6 第 65 条の 4 第 4 項（前条第 2 項において準用する場合を含む。）の規定

により土壌汚染対策計画を作成した者その他規則で定める者は、規則で定めるところ

により周辺住民にその概要を周知する計画（以下「周知計画」という。）を作成しなけ

ればならない。 
２ 前項の規定により周知計画を作成した者は、当該周知計画を市長に提出しなければ

ならない。 
３ 第 1 項の規定により周知計画を作成した者が、当該周知計画に基づく周知を誠実に

実施し、当該周知を完了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。 
 
（周知計画の作成） 
第 56 条の 7 条例第 65 条の 6 第 1 項に規定する規則で定める者は、土壌汚染対策法第

9 条第 1 項に規定する者とする。 
２ 条例第 65 条の 6 第 1 項に規定する周知計画には、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
(2) 土壌汚染有害物質使用地の位置及び区域 
(3) 土壌汚染有害物質使用地に設置されている又は設置されていた土壌汚染有害物

質使用事業所の名称 
(4) 周知の予定年月日 
(5) 周知の方法 
(6) 周知の対象 
(7) 周知する土壌汚染対策計画の概要 
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イ 周知の内容について 

   周知すべき内容は、土壌汚染対策計画書に盛り込まれた対策の概要です。 

 

ウ 周知の方法について 

周知の方法としては、地下水汚染の可能性がある場合など周辺への影響が大きいと考

えられる場合等にあっては周辺住民への説明会の開催、地下水汚染には至らないものの

汚染濃度が高い場合等にあっては周辺住民によって構成される自治会への文書による情

報提供、汚染が表層でとどまるなど軽易な場合等にあっては周辺住民によって構成され

る自治会への口頭による情報提供が考えられるので、汚染の程度や地域の状況等を考慮

して実施して下さい。最低限の周知方法としては、周辺の住民が閲覧しやすい場所に現

場掲示板を掲示することとします。 

現場掲示板に掲示すべき項目を以下に示したので参考にして下さい。また、現場掲示

板の大きさは、概ね縦25cm以上×横35cm以上とし、材質は木板、プラスチック板その他

これに類するものとして下さい。 

 

現場掲示板の例 
 

                  35cm以上 

  

お知らせ 
 
横浜市生活環境の保全等に関する条例第６５条の６に基づき、汚染土壌の掘削

除去工事についてお知らせします。 

25cm 

 以上  対策期間：平成○年○月○日から平成○年○月○日 
     対策場所：○○区○○町１丁目１００番１の一部 
     対策内容：汚染土壌の掘削及び敷地外搬出 
          地下水の水質の測定 
     連 絡 先：周知計画作成者もしくは区画形質変更する事業者について、事業者

名・所在地・問い合わせ先(電話番号)・現場責任者名、等 

 

 

    なお、住民説明会やチラシ等による周知を行った場合にあっては、周辺住民が対策

を完了したことを周知しないと土壌汚染が残存していると誤解する場合もあることか

ら、必要に応じて周辺住民に完了した旨を周知することが望ましい。 
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エ 周知を行う時期について 

周知の時期については、周知する趣旨を踏まえ、土壌汚染対策に着手する前に実施し

て下さい。また、現場掲示板の掲載期間は、土壌汚染対策に着手する前から完了するま

での期間とします。例えば、掘削除去後地下水の水質の測定を行う場合にあっては、当

該測定期間も含めることとなります。 

 

オ 周知計画届出書の提出について 

土壌汚染対策計画書を作成した者等は、周知計画届出書（規則第7号様式の１２）（５

０ページ）を作成し、土壌汚染対策計画書と併せて提出していただきます。提出の際に

は、３８ページのチェックシート１１に示す事項を確認しますので、これらの事項を説

明する資料を添付して下さい。また、当該届出書には、掲示予定の現場掲示板の見本や

掲示する場所がわかる図面等を添付するとともに、住民説明会を開催する場合にあって

は説明資料等を、自治会への文書を提供する場合にあっては当該文書を添付して下さい。 

なお、工業専用地域などにおいて、周辺住民が存在しない場合は、周知計画書にその

旨を記載し、提出して下さい。 

 

カ 周知完了届出書の提出について 

周知計画を作成した者が、当該周知計画に基づく周知を誠実に実施し、当該周知を完

了したときは周知完了届出書（規則第7号様式の１３）（５１ページ）を作成し、土壌汚

染対策完了報告書と併せて提出していただきます。提出の際には、３９ページのチェッ

クシート１２に示す事項を確認しますので、これらの事項を説明する資料を添付して下

さい。また、当該届出書には、掲示した現場掲示板の見本や掲示した場所がわかる図面、

現場写真等を添付するとともに、必要に応じて、住民説明会を開催した場合にあっては

説明資料及び説明会の開催状況をまとめた資料等を、自治会への文書を提供した場合に

あっては当該文書を添付して下さい。周知の年月日や方法などについて変更があった場

合にあっては、その他に変更理由等を明記することとなります。 

なお、工業専用地域などにおいて、周辺住民が存在しない場合は、周知完了届出書に

その旨を記載し、提出して下さい。 
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(6) 調査不履行者等に対する勧告について 

横浜市長は、土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者若しくは所有者又は形質

変更者に対し、土壌の汚染を防止するため、必要な指導及び助言を行うことができるこ

ととしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 調査等に係る勧告について 
横浜市長は、土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者又は形質変更者等が、

(ｱ)～(ｷ)に該当する場合にあっては、調査を行うこと及びその結果を報告することその

他の必要な措置をとるべきことを勧告することができることとしました。 
 
 
 
 
 
 
 

（調査等に係る指導及び勧告） 
第 65 条の 8 市長は、土壌汚染有害物質使用事業所を設置している者若しくは所有者又

は形質変更者に対し、土壌の汚染を防止するため、必要な指導及び助言を行うことが

できる。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、土壌汚染有害物質使用事業所を設

置している者若しくは所有者等又は形質変更者に対し、調査を行うこと及びその結果を報

告することその他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

 (1) 第65条の４第１項又は第65条の５第１項の規定による調査を行っていないと認める

場合 

 (2) 第65条の４第２項（第65条の５第２項において準用する場合を含む。）の規定による

計画を作成していないと認める場合 

 (3) 第65条の４第３項（第65条の５第２項において準用する場合を含む。）の規定による

調査を行っていないと認める場合 

 (4) 第65条の４第４項（第65条の５第２項において準用する場合を含む。）の規定による

土壌汚染対策計画を作成していないと認める場合 

(5) 第65条の４第５項（第65条の５第２項において準用する場合を含む。）の規定による

対策を行っていないと認める場合 

 (6) 周知計画を作成していないと認める場合 

 (7) 第65条の６第３項の規定による周知を行っていないと認める場合 

(ｱ) 資料等調査を行っていないと認める場合 
(ｲ) 土壌調査計画書を作成していないと認める場合 
(ｳ) 土壌調査を行っていないと認める場合 
(ｴ) 土壌汚染対策計画を作成していないと認める場合 
(ｵ) 土壌汚染対策を行っていないと認める場合 
(ｶ) 周知計画を作成していないと認める場合 
(ｷ) 周知を行っていないと認める場合 
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イ 勧告に従わない者の氏名等の公表について 
 
 
 
 
 
 
 

勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、横浜市長は、

勧告を受けた者の氏名、違反の事実その他規則で定める事項を公表します。 

（勧告に従わなかった者の公表） 
第 156 条 市長は、…、第 65 条の 8 第２項、…の規定による勧告を受けた者が、正

当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受け

た者に意見を述べる機会を与えなければならない。 
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土壌汚染有害物質使用事業所に係る廃止等報告書製本例（参考） 

 
土壌汚染有害物質使用事業所廃止等報告書（細則第 7号様式の２）は、下記を参考に正

本及び副本（事業者控え）を作成していただきます。なお、副本（事業者控え）は審査完

了後返却いたします。なお、他の届出書についても本製本例を参考に作成して下さい。 

 

                   【背表紙】   【ファイル表紙】 

届出書類はＡ４紙ファイル等にまとめ、 

そのファイルの背表紙、表紙には提出書類名 

及び事業者名を記入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【正本順序】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 
 

細則第７号様式の２ 

○○廃止等報告書 

 

 

○○㈱ 

土壌汚染有害物質の使用状況調査記録表 
（標準様式）、又はこれに準ずる書類 

案内図 

配置図

排水系統図 

その他必要な資料 

○
○
○
廃
止
等
報
告
書 

○
○
㈱ 

 

 

○○○廃止等報告書 

 

 

 

○○○○株式会社 

５ｃｍほど空

けて下さい。 
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３ 届出書様式記入例及びチェックシート 

チェックシート１ 土壌汚染有害物質使用事業所に係る廃止等報告書チェックシート  

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯ

ｸ欄

1 
報告者の住所

及び氏名 

住所及び氏名が正しく記載してあること □

・代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする  

2 事業所の名称等
名称及び所在地が正しく記載してあること □

（使用地の土地登記簿の地番は掲載されていること）  

3 廃止等の理由 正しく記載してあること。一部、全部のどちらかに○印を付してあること □

4 
廃止等予定年月

日 
正しく記載してあること □

5 
移転後の所在

地及び連絡先 

移転による廃止の場合、移転先の所在地及び連絡先が正しく記載して

あること 
□

6 

市条例第 65 条

の３第 1 項の規

定による記録   

（「土壌汚染有

害物質の使用

状況調査記録

表」は標準様式

のため、これ以

外様式でも項目

が網羅されてい

ればよい） 

(1)「事業所の敷地の利用の状況」の概要が明記してあること □

(2)「事業所の敷地の造成の状況」の概要が明記してあること □

(3)「事業活動の概要」が明記してあること □

(4)「土壌汚染有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、

保管場所、保管方法、保管量、使用期間及び使用状況（ダイオキシン

類にあっては、ダイオキシン類特定施設の種類、使用時間、使用期間

及び使用状況）」の各項目が明記してあること 

□

(5)「ダイオキシン類対策特別措置法第 28 条第１項及び第 2 項の規定に

基づく測定結果」が添付等してあること 
□

(6)「施設（ダイオキシン類にあっては、ダイオキシン類特定施設。）の破

損、事故等による土壌汚染有害物質の漏洩の有無、時期、場所及び漏

出量」の各項目が明記してあること 

□

(7)「土壌汚染有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経

路」の各項目が明記してあること 
□

(8)「排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概

要及び場所」の各項目が明記してあること 
□
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(9)「土壌汚染有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及

び量」の各項目が明記してあること 
□

(10)「施設撤去時において土壌汚染有害物質が残存し、又は付着した

装置等の解体方法及び解体場所」の各項目が明記してあること 
□

(11)「地形、地質等の概要」が明記してあること □

(12)「その他市長が特に必要と認める事項」が明記してあること □

・PCB を含む電気機器（コンデンサー、トランス、蛍光灯安定器等）を使

用又は保管している（いた）場合にあっては、PCB 特別措置法に基づく

最新の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書（保

管事業者用）」の写しを添付してあること 

□

・土壌汚染が存在するおそれがなく、土壌調査が不要の場合、そう判断

できる根拠が明記してあること 
□

・情報公開において非開示にあたる項目を必要以上に記載してないこ

と 
□

7 連絡先 正しく記載してあること □

 

※ 市条例に基づく届出に係る情報公開について 

市条例に基づき提出された各種届出は、原則としてすべて情報公開の対象文書です。公開さ

れることにより不利益を被る恐れのある項目は、記載しないで下さい。 
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チェックシート２ 土壌汚染有害物質使用地に係る土壌調査計画書チェックシート 

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯ

ｸ欄

1 
届出者の住所

及び氏名 

住所及び氏名が正しく記載してあること □

代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする  

2 
事業所の名称

等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □

3 調査の種類 調査対象物質に該当する調査が選択してあること □

4 

調査対象物質・

調査地点・試料

採取方法等 

・調査を行う目的に、市条例のことが明記してあること □

・調査対象地、調査対象物質の選定が適切であること □

・土壌汚染が存在するおそれの３分類が適切であること □

・調査対象区画の設定が適切であること（起点の設置、区画の統合、回転も

含む） 
□

・試料採取地点の設定が適切であること □

・試料の採取方法、分析方法が適切であること □

・過去に土地の改変があった場合、正しい基準面で調査を行うこと □

・案内図、配置図、配管図、調査地点図は添付してあること □

・情報公開において非開示にあたる項目を必要以上に記載してないこと □

5 調査予定期間 調査に要すると予想される期間が記載してあること □

6 連絡先 正しく記載してあること □

 

※建築平面図はたとえ当該建物が除却されなくなる場合であっても、情報公開条例において非開

示となる項目であることから、届出に添付する図面は建築平面図を基に作成しないで下さい。
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チェックシート３ 土壌汚染有害物質使用地に係る土壌調査報告書チェックシート 

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯ

ｸ欄

1 
報告者の住所及び氏

名 

報告者の氏名、住所は正しく記載してあること □ 

代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にす

る 
 

2 事業所の名称等 事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □ 

3 調査の種類 実施した調査が選択してあること □ 

4 
調査対象物質・調査地

点・試料採取方法等 

・調査を行った目的に、市条例のことが明記してあること □ 

・土壌調査計画から変更があった場合、変更内容及び理由等が明

記してあること 
□ 

・調査結果は表及び図面等に明記してあること □ 

・土壌ガス調査結果では等濃度線等でわかりやすく図示してあること □ 

・土壌汚染に係る基準等と比較してあること □ 

・計量証明書、現場作業写真が添付してあること □ 

・ボーリング調査を実施した場合、ボーリング柱状図が添付してあること □ 

・地下水汚染があった場合、土壌汚染との因果関係が明記してあること □ 

・地下水汚染があった場合、地下水の流向のことが明記してあること □ 

・地下水汚染があった場合、地下水の流下方向を考慮して敷地境

界で地下水調査を行った結果が明記してあること 
□ 

・案内図、配置図、配管図、調査地点図は添付してあること □ 

・土壌調査を実施した土地の住所を明記した図面が添付してあること □ 

・情報公開において非開示にあたる項目を必要以上に記載してない

こと 
□ 

・土壌汚染があった場合、汚染土壌を拡散・飛散等させないように

暫定措置を行っていることが明記してあること 
□ 

5 調査実施期間 調査実施期間が記入してあること □ 

6 連絡先 正しく記載してあること □ 
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チェックシート４ 土壌汚染有害物質使用地に係る土壌汚染対策計画書チェックシート 

  記載事項 チェック内容 ﾁｪｯｸ欄

1 

届出者の

住所及び

氏名 

届出者の氏名、住所は正しく記載してあること □ 

・代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）   

・例えば、条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする   

2 
事業所名

称等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □ 

3 
処理対策

の内容 

・対策を行う目的に、条例のことが明記してあること □ 

・土壌調査の報告をした者以外の者が届出者になる場合、その経緯や関係、責

任の所在などが明記してあること 
□ 

・対策が必要な汚染範囲や土量がわかる表及び図面等が添付してあること □ 

・第二土壌溶出量基準を超過した土壌と土壌溶出量基準を超過した土壌を明確

に把握してあること 
□ 

・周辺環境への汚染拡散防止対策が適切であること □ 

・場外搬出する場合、運搬経路や搬出先は適切であること □ 

・対策の実施管理方法が明記してあること □ 

・対策の実施工程表が添付してあること □ 

・場外搬出する場合、搬出汚染土壌管理票等を用いて適切に処分されたことを

確認できること 
□ 

・土壌溶出量基準を超過し、かつ地下水が観測された場合、対策実施後の観測

井の設置場所、地下水の測定回数が適切であること 
□ 

・掘削範囲内に地下水（汚染）が存在する場合にあっては、当該地下水が適切に

処理・処分されることとなっているか。 
□ 

・地下水汚染があった場合、その対策内容及び対策完了の確認方法は適切か。 □ 

・その他対策に応じて、必要事項が記載してあること □ 

・現地内処理対策若しくは現地外処理対策のどちらか又は両方にチェックしてあること □ 

4 
処理対策

予定期間 
対策に要すると予想される期間が記載してあること □ 

5 連絡先 正しく記載してあること □ 
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チェックシート５ 土壌汚染有害物質使用地に係る土壌汚染対策完了報告書チェックシート 

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯｸ

欄 

1 
届出者の住

所及び氏名 

届出者の氏名、住所は正しく記載してあること □ 

・代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする  

2 
事業所名称

等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □ 

3 
処理対策の

内容 

・対策を行った目的に、条例のことが明記してあること □ 

・対策を実施した汚染範囲や土量がわかる表及び図面が添付してあること □ 

・周辺環境への汚染拡散防止対策を適切に実施したことを明記してあること □ 

・場外搬出した場合にあっては、搬出汚染土壌管理票等により適切に行

われたことが確認してあること 
□ 

・地下水汚染が判明した場合、観測井を設置してあること □ 

・地下水の水質の測定回数は適切に実施してあること □ 

・地下水の水質の測定結果は、所定の期間、地下水汚染が生じていな

いことを確認してあること 
□ 

・埋め戻し土は品質管理の分析結果が添付してあること □ 

・対策実施中の作業写真が添付してあること □ 

・土壌汚染対策計画書から変更があった場合、変更内容及び理由等が

明記してあること 
□ 

・その他実施した対策に応じて、必要事項が記載してあること □ 

・現地内処理対策若しくは現地外処理対策のどちらか又は両方にチェッ

クしてあること 
□ 

4 
処理対策実

施期間 
対策を実施した期間が正しく記載してあること □ 

5 連絡先 正しく記載してあること □ 

 
なお、当該報告書を受理した場合にあっては、第 65 条の 7第 1項の規定により公表台帳

を調製し、一般の供覧に供することとなります。 
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チェックシート６ 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更届出書チェックシート 

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯｸ

欄 

1 
届出者の住

所及び氏名 

住所及び氏名が正しく記載してあること □ 

・代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする  

2 
事業所の名

称等 

名称及び所在地が正しく記載してあること □ 

（使用地の土地登記簿の地番は掲載されていること。）  

3 

土壌汚染有

害物質使用

地の位置及

び区域 

・土壌汚染有害物質使用地の位置及び区域がわかる図面が添付して

あること 
□ 

・形質変更面積が記載してあること □ 

4 

土地形質変

更予定年月

日 

正しく記載してあること □ 

5 

土地形質変更

の理由及び利

用 

正しく記載してあること □ 

6 

市条例第 65

条の３第 1

項の規定に

よる記録   

（「土壌汚染

有害物質の

使用状況調

査記録表」

は標準様式

のため、こ

れ以外様式

でも項目が

網羅されて

いればよ

い） 

(1)「事業所の敷地の利用の状況」の概要が明記してあること □ 

(2)「事業所の敷地の造成の状況」の概要が明記してあること □ 

(3)「事業活動の概要」が明記してあること □ 

(4)「土壌汚染有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、

保管場所、保管方法、保管量、使用期間及び使用状況（ダイオキシン

類にあっては、ダイオキシン類特定施設の種類、使用時間、使用期間

及び使用状況）」の各項目が明記してあること 

□ 

(5)「ダイオキシン類対策特別措置法第 28 条第１項及び第 2 項の規定に

基づく測定結果」が添付等してあること 
□ 

(6)「施設（ダイオキシン類にあっては、ダイオキシン類特定施設。）の破

損、事故等による土壌汚染有害物質の漏洩の有無、時期、場所及び漏

出量」の各項目が明記してあること 

□ 

(7)「土壌汚染有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経

路」の各項目が明記してあること 
□ 



 - 33 - 

(8)「排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概

要及び場所」の各項目が明記してあること 
□ 

(9)「土壌汚染有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及

び量」の各項目が明記してある 
□ 

(10)「施設撤去時において土壌汚染有害物質が残存し、又は付着した

装置等の解体方法及び解体場所」の各項目が明記してあること 
□ 

(11)「地形、地質等の概要」が明記してあること □ 

(12)「その他市長が特に必要と認める事項」が明記してあること □ 

・PCB を含む電気機器（コンデンサー、トランス、蛍光灯安定器等）を使

用又は保管している（いた）場合にあっては、PCB 特別措置法に基づく

最新の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書（保

管事業者用）」の写しを添付してあること 

 

・「形質変更」の内容がわかる資料等が添付してあること □ 

・土壌汚染が存在するおそれがなく、土壌調査が不要の場合、そう判断

できる根拠が明記してあること 
□ 

・情報公開において非開示にあたる項目を必要以上に記載してないこと □ 

7 連絡先 正しく記載してあること □ 

 
※ 市条例に基づく届出に係る情報公開について 

市条例に基づき提出された各種届出は、原則としてすべて情報公開の対象文書です。公開さ

れることにより不利益を被る恐れのある項目は、記載しないで下さい。 
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チェックシート７ 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌調査計画書チェックシート 

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯ

ｸ欄

1 
届出者の住所

及び氏名 

住所及び氏名が正しく記載してあること □

代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にす

る 
 

2 
事業所の名称

等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □

3 調査の種類 調査対象物質に該当する調査が選択してあること □

4 

調査対象物質・

調査地点・試料

採取方法等 

・調査を行う目的に、市条例のことが明記してあること □

・調査対象地、調査対象物質の選定が適切であること □

・土壌汚染が存在するおそれの３分類が適切であること □

・調査対象区画の設定が適切であること（起点の設置、区画の統合、

回転も含む） 
□

・試料採取地点の設定が適切であること □

・試料の採取方法、分析方法が適切であること □

・過去に土地の改変があった場合、正しい基準面で調査を行うこと □

・案内図、配置図、配管図、調査地点図は添付してあること □

・情報公開において非開示にあたる項目を必要以上に記載してないこと □

5 調査予定期間 調査に要すると予想される期間が記載してあること □

6 連絡先 正しく記載してあること □

 
※建築平面図はたとえ当該建物が除却されなくなる場合であっても、情報公開条例において非

開示となる項目であることから、届出に添付する図面は建築平面図を基に作成しないで下さい。 
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チェックシート８ 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌調査報告書チェックシート 

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯ

ｸ欄

1 
報告者の住

所及び氏名 

報告者の氏名、住所は正しく記載してあること □

代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする  

2 
事業所の名

称等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □

3 調査の種類 実施した調査が選択してあること □

4 

調査対象物

質・調査地

点・試料採取

方法等 

・調査を行った目的に、市条例のことが明記してあること □

・土壌調査計画から変更があった場合、変更内容及び理由等が明記して

あること 
□

・調査結果は表及び図面等に明記してあること □

・土壌ガス調査結果では等濃度線等でわかりやすく図示してあること □

・土壌汚染に係る基準等と比較してあること □

・計量証明書、現場作業写真が添付してあること □

・ボーリング調査を実施した場合、ボーリング柱状図が添付してあること □

・地下水汚染があった場合、土壌汚染との因果関係が明記してあること □

・地下水汚染があった場合、地下水の流下方向のことが明記してあること □

・地下水汚染があった場合、地下水の流下方向を考慮して敷地境界で地

下水調査を行った結果が明記してあること 
□

・案内図、配置図、配管図、調査地点図は添付してあること。 □

・土壌調査を実施した土地の住所を明記した図面が添付してあること □

・情報公開において非開示にあたる項目を必要以上に記載してないこと □

・土壌汚染があった場合、汚染土壌を拡散・飛散等させないように暫定

措置を行っていることが明記してあること 
□

5 調査実施期間 調査実施期間が記入してあること □

6 連絡先 正しく記載してあること □
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チェックシート９ 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌汚染対策計画書

チェックシート 

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯ

ｸ欄

1 

届出者の

住所及び

氏名 

届出者の氏名、住所は正しく記載してあること □

・代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする  

2 
事業所名

称等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □

3 
処理対策

の内容 

・対策を行う目的に、条例のことが明記してあること □

・土壌調査の報告をした者以外の者が届出者になる場合、その経緯や関係、責

任の所在などが明記してあること 
□

・対策が必要な汚染範囲や土量がわかる表及び図面等が添付してあること □

・第二土壌溶出量基準を超過した土壌と土壌溶出量基準を超過している土壌を

明確に把握してあること 
□

・周辺環境への汚染拡散防止対策が適切であること □

・場外搬出する場合、運搬経路や搬出先は適切であること □

・対策の実施管理方法が明記してあること □

・対策の実施工程表が添付してあること □

・場外搬出する場合、搬出汚染土壌管理票等を用いて適切に処分されたことを確認できること □

・土壌溶出量基準を超過し、かつ地下水が観測された場合、対策実施後の観測

井の設置場所、地下水の測定回数が適切であること 
□

・掘削範囲内に地下水（汚染）が存在する場合にあっては、当該地下水が適切に

処理・処分されることとなっているか 
□

・地下水汚染があった場合、その対策内容及び対策完了の確認方法は適切か □

・その他対策に応じて、必要事項が記載してあること □

・現地内処理対策若しくは現地外処理対策のどちらか又は両方にチェックしてあること □

4 
処理対策

予定期間 
対策に要すると予想される期間が記載してあること □

5 連絡先 正しく記載してあること □
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チェックシート１０ 土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌汚染対策完了報告

書チェックシート 

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯ

ｸ欄

1 
届出者の住

所及び氏名 

届出者の氏名、住所は正しく記載してあること □

・代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする  

2 
事業所名称

等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □

3 
処理対策の

内容 

・対策を行った目的に、市条例のことが明記してあること □

・対策を実施した汚染範囲や土量がわかる表及び図面が添付してあること □

・周辺環境への汚染拡散防止対策を適切に実施したことを明記してあること □

・場外搬出した場合にあっては、搬出汚染土壌管理票等により適切に行

われたことが確認してあること 
□

・地下水汚染が判明した場合、観測井を設置してあること □

・地下水が観測された場合、地下水の水質の測定回数は適切に実施し

てあること 
□

・地下水の水質の測定結果は、所定の期間、地下水汚染が生じていな

いことを確認してあること 
□

・埋め戻し土は品質管理の分析結果が添付してあること □

・対策実施中の作業写真が添付してあること □

・土壌汚染対策計画書から変更があった場合、変更内容及び理由等が

明記してあること 
□

・その他実施した対策に応じて、必要事項が記載してあること □

・現地内処理対策若しくは現地外処理対策のどちらか又は両方にチェッ

クしてあること 
□

4 
処理対策実

施期間 
対策を実施した期間が正しく記載してあること □

5 連絡先 正しく記載してあること □

なお、当該報告書を受理した場合にあっては、第 65 条の 7第 1項の規定により公表台帳

を調製し、一般の供覧に供することとなります。 
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チェックシート１１ 周知計画届出書チェックシート  

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯｸ

欄 

1 
届出者の住

所及び氏名 

届出者の氏名、住所は正しく記載してあること □ 

・代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）   

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする   

2 
事業所の名

称等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □ 

3 

土壌汚染有害

物質使用地の

位置及び区域 

土壌汚染有害物質使用地の位置及び区域がわかる図面が添付して

あること 
□ 

4 
周知の予定

年月日 
周知に要すると予想される予定年月日が記載してあること □ 

5 周知の方法 具体的な周知の方法が記載してあること □ 

6 周知の対象 

・周知する住民の範囲を明確に記載してあること □ 

・周辺に住民がいない場合、住宅地図等を用いて住民がいないことを

明記してあること 
□ 

・周知範囲を変更する場合は、以前に提出した周知計画書の提出日及び

以前の周知範囲と、変更しようとしている周知範囲を明記してあること 
□ 

・やむをえず周知する範囲を縮小する場合は、その理由が明記してあ

ること 
□ 

7 

周知する土

壌汚染対策

の概要 

周知する土壌汚染対策の概要が明記してあること □ 

8 その他 周知に用いる文書、掲示内容等が添付してあること □ 

9 連絡先 正しく記載してあること □ 
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チェックシート１２ 周知完了届出書チェックシート  

  記載事項 チェック内容 
ﾁｪｯ

ｸ欄

1 
届出者の住

所及び氏名 

届出者の氏名、住所は正しく記載してあること □

・代表者印は不要（必要なら押印してもらっても構いません）  

・例えば、市条例、下水道法、水質汚濁防止法の届出等を参考にする  

2 
事業所の名

称等 
事業所の名称、所在地は正しく記載してあること □

3 

土壌汚染有害

物質使用地の

位置及び区域 

土壌汚染有害物質使用地の位置及び区域がわかる図面が添付して

あること 
□

4 周知の年月日 周知を実施した年月日が正しく記載してあること □

5 周知の方法 
「○年○月○日付け提出済みの周知計画書のとおり」のように明記し

てあること 
□

6 周知の対象 
「○年○月○日付け提出済みの周知計画書のとおり」のように明記し

てあること 
□

7 

周知した土壌

汚染対策の

概要 

「○年○月○日付け提出済みの周知計画書のとおり」のように明記し

てあること 
□

8 その他 

・周知に用いた文書、掲示内容及び掲示状況がわかる写真等が添付

してあること 
□

・周知計画から変更があった場合には、変更内容及び理由等が記載

してあること 
□

9 連絡先 正しく記載してあること □
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細則第７号様式の２（第２条第 18 号の２） 
《記入例》 

 
土壌汚染有害物質使用事業所廃止等報告書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
 横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の４第１項の規定により次のとおり報告 
します。 
事 
業
所
の
名
称
等 

 
名 称 

 
株式会社○○○ 横浜事業所 

 
所 在 地 

 横浜市○区○○町○-○-○
横浜市○区○○町○○番地  

 ※書ききれない場合は別紙にまとめて下さい 

 
廃 止 等 の 理 由 
（ 一 部 、 全 部 ） 

 
移転に伴う全部廃止 

   
廃 止 等 予 定 年 月 日    平成○○年○○月○○日 
移転後の所在地及び連
絡先 

住所  ○○県○○市○区○○町○-○-○    
連絡先 0123-45-6789 

 
条例第６５条の３第1項
の規定による記録 
 
 
 
 

(1)事業所の敷地の利用の状況の概要  別紙(１) 
(2)事業所の敷地の造成の状況の概要  別紙(２) 
(3)事業活動の概要  別紙(３) 
(4)土壌汚染有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、保
管場所、保管方法、保管量、使用期間及び使用状況  

 別紙(記録表) 
(5)ダイオキシン類対策措置法第28条第1項及び第2項の規定に基づく

測定結果   別紙( ） なし 
(6)施設の破損、事故等による土壌汚染有害物質の漏出の有無、時期、
場所及び漏出量   別紙(記録表) 

(7)土壌汚染有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路  
別紙(記録表) 

(8)排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及
び場所   別紙(記録表) 

(9)土壌汚染有害物質を含む廃棄物の埋め立て等の有無、時期、 場所
及び量   別紙(記録表) 

(10)施設撤去時において土壌汚染有害物質が残存し、又は付着 した
装置等の解体方法及び解体場所  別紙( ) なし 

(11) 地形、地質等の概要   別紙(４) 
(12) その他市長が特に必要と認める事項   別紙( ) なし 

連 
 
絡 
 
先 

 
   株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室               
 
                   担当者氏名  ○○ ○○               

電 話 番 号 123-4567 （内線）   
 備考 １ 事業所の名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
    ２ 移転後の所在地及び連絡先は、移転による廃止の場合のみ記入してください。 
     ３ 条例第６５条の３第１項の規定による記録は配置図等を添付してください。 
                                       （Ａ４） 

土地登記簿の地番

も併記して下さい 

社 印 等 は

不要です 

該当する項目がない場合

は「なし」と記入してく

ださい 

記録表に記載できない

場合、別紙にまとめて

ください 

記録表と同等の項目が網羅

されていれば、記録表以外

の書式でもＯＫです。 
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細則第７号様式の３（第２条第 18 号の３） 
《記入例》 

 
土壌汚染有害物質使用地に係る土壌調査計画書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 

                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の４第 2 項の規定により次のとおり提出 
します。 
 
 
事業所の名称等 
 

 
 名   称 
  

株式会社○○○ 横浜事業所 

 
 所 在 地 

 
横浜市○区○○町○○番地 

 
 調査の種類 

 
調査対象物質・調査地点・試料採取方法等 

 
  調査予定期間 

 
 
表土調査 

別紙(１)のとおり 
 
 
 
                              

 
平成○年○月○日 
         ～ 
平成○年○月○日 

 
 
土壌ｶﾞｽ調査 

別紙(１)のとおり 
 

 
平成○年○月○日 
         ～      
平成○年○月○日 

 
 

ﾎ ﾞ ｰ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ調査 

別紙( )のとおり 
 

 

 
    年  月   日 
         ～      
    年  月   日

 
 
地下水調査 

別紙( )のとおり 
 
 

 
    年  月   日 
         ～        

年  月  日 

 
 
その他調査 

別紙( )のとおり 
 
 
 

 
    年  月   日 
         ～     
    年  月  日 

連 
 
絡 
 
先 

 
株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室                

 
                   担当者氏名 ○○ ○○ 
                               電話番号  123-4567 （内線）   

 備考 １ 事業所の名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
２ 調査事項には配置図、調査地点図等を添付してください。 

                                       （Ａ４） 

社 印 等 は

不要です 

該当しない調査は斜線

を引いてください 

① 調査機関の概要 

② 調査対象地の概要 

③ 調査対象物質 

④ 調査方法 

⑤ 調査スケジュール など 

ボーリング調査や地下水調査などを追加

で調査する場合は、別途調査計画書を提

出する必要があります。 
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細則第７号様式の４（第２条第 18 号の４） 
《記入例》 

 
土壌汚染有害物質使用地に係る土壌調査報告書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の４第 3 項の規定により次のとおり報告 
します。 

 
 
事業所の名称等 
 

 
 名   称 株式会社○○○ 横浜事業所 

 
 所 在 地  横浜市○区○○町○○番地 

 
 調査の種類 

 
調査対象物質・調査地点・試料採取方法等 

 
  調査実施期間 

 
 
表土調査 

別紙(１)のとおり
 
 
 
                              

 
平成○年○月○日 
         ～ 
平成○年○月○日 

 
 
土壌ｶﾞｽ調査 

別紙(１)のとおり
 

 
平成○年○月○日 
         ～      
平成○年○月○日 

 
 

ﾎ ﾞ ｰ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ調査 

別紙( )のとおり 
 

 

 
    年  月   日 
         ～      
     年  月   日

 
 
地下水調査 

別紙( )のとおり 
 
 

 
    年  月   日 
         ～        

年  月  日 

 
 
その他調査 

別紙( )のとおり 
 
 
 

 
    年  月   日 
         ～     
    年  月  日 

連 
 
絡 
 
先 

 
    株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室 
 
                   担当者氏名 ○○ ○○               
                               電話番号  123-4567（内線）   

 備考 １ 事業所の名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
     ２ 調査事項には配置図、調査地点図等を添付してください。 
                                       （Ａ４） 

社 印 等 は

不要です 

該当しない調査は斜線

を引いてください 

⑥ 調査機関の概要 

⑦ 調査対象地の概要 

⑧ 調査対象物質 

⑨ 調査結果 

⑩ 調査スケジュール など 

表層土壌調査で基準超過がみられたため、ボ

ーリング調査まで実施した場合はボーリング

調査結果も併せて報告できます。 
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細則第７号様式の５（第２条第 18 号の５） 
《記入例》 

 
土壌汚染有害物質使用地に係る土壌汚染対策計画書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の４第 4 項の規定により次のとおり提出 
します。 

 
事業所名称等 

 
名   称 

 
株式会社○○○ 横浜事業所 

 
所 在 地 

 
横浜市○区○○町○○番地 

               
  
 
               
               
       
 
            
 
 
 
処 理 対 策 の 内 容 

 
          

     
 
 
                   
     

（対象物質、対策範囲、対策方法等）                              
 
 別紙のとおり 
 
                        
                                                                
                                
                                                                
                                
                       
 

                                
 
 
 

 
□現地内処理対策       ☑現地外処理対策 

               
処理対策予定期間 

                                            
     平成○年○○月○○日 ～ 平成○年○○月○○日               

連 
 
絡 
 
先 

 
     株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室 
 
                   担当者氏名 ○○ ○○               
                               電話番号  123-4567（内線）   

 備考 １ 事業所名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
     ２ 調査事項には配置図、調査地点図等を添付してください。 
 
 
                                       （Ａ４） 
 

社 印 等 は

不要です 

① 土壌調査結果の概要 

② 措置に係る詳細調査の結果 

③ 措置の方法とその工程 

④ 措置実施中の進行管理方法 

⑤ 周辺環境保全方法 

⑥ 措置完了確認方法 

⑦ 措置に係る記録の保管方法 

⑧ その他必要な事項 

⑨  

どちらかに✔を

入れて下さい 
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細則第７号様式の６（第２条第 18 号の６） 

《記入例》 
 

土壌汚染有害物質使用地に係る土壌汚染対策完了報告書 
 

平成○○年○○月○○日   
   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の４第 5 項の規定により次のとおり報告 
します。 

 
事業所名称等 

 
名   称 

 
株式会社○○○ 横浜事業所 

 
所 在 地 

 
横浜市○区○○町○○番地 

               
  
 
               
               
       
 
            
 
 
 
処 理 対 策 の 内 容 

 
          

     
 
 
                   
     

（対象物質、対策範囲、対策方法等）                              
 

別紙のとおり 
 
 
                        
                                                                
                                
                                                                
                                

                                
 
                       
 
 
 

 
□現地内処理対策       ☑現地外処理対策  

               
処理対策実施期間 

                                            
         平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 
                       

連 
 
絡 
 
先 

 
      株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室 
 
                   担当者氏名 ○○ ○○               
                               電話番号  123-4567（内線）   

 備考 １ 事業所名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
    ２ 調査事項には配置図、調査地点図等を添付してください。 
 
 
                                       （Ａ４） 

社 印 等 は

不要です 

⑩ 措置の概要 

⑪ 措置の対象の汚染土壌の範囲及び量 

⑫ 周辺環境保全調査結果 

⑬ 措置完了確認調査結果 

⑭ その他必要な事項（写真、マニフェスト

等の記録類） 

 

どちらかに✔を

入れて下さい 
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細則第７号様式の７（第２条第 18 号の７） 
《記入例》 

 
土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更届出書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
 横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の５第１項の規定により次のとおり報告 
します。 
事 
業
所
の
名
称
等 

 
名 称 

 
株式会社○○○ 横浜事業所 

 
所 在 地 

 横浜市○区○○町○-○-○
横浜市○区○○町○○番地  

 ※書ききれない場合は別紙にまとめて下さい 

土壌汚染有害物質使
用地の位置及び区域 

別紙（１）   形質変更面積○○○㎡ 
   

土 地 形 質 変 更  予
定 年 月 日 

  平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日 

形 質 変 更 の 理 由及 
び 利  用  計  画 

老朽化した研究棟を建て替えるため

 
条例第６５条の３第1項
の規定による記録 
 
 
 
 

(1)事業所の敷地の利用の状況の概要  別紙(１) 
(2)事業所の敷地の造成の状況の概要  別紙(２) 
(3)事業活動の概要  別紙(３) 
(4)土壌汚染有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用 量、
保管場所、保管方法、保管量、使用期間及び使用状況  

 別紙(記録表) 
(5)ダイオキシン類対策措置法第28条第1項及び第2項の規定 に基づ

く測定結果   別紙( ） なし 
(6)施設の破損、事故等による土壌汚染有害物質の漏出の有無、 時期
、場所及び漏出量   別紙(記録表) 

(7)土壌汚染有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出 経路
別紙(記録表) 

(8)排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の  概
要及び場所   別紙(記録表) 

(9)土壌汚染有害物質を含む廃棄物の埋め立て等の有無、時期、 場所
及び量   別紙(記録表) 

(10)施設撤去時において土壌汚染有害物質が残存し、又は付着 した
装置等の解体方法及び解体場所  別紙( ) なし 

(11) 地形、地質等の概要   別紙(４) 
(12) その他市長が特に必要と認める事項   別紙( ) なし 

連 
 
絡 
 
先 

 
   株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室               
 
                   担当者氏名  ○○ ○○               

電 話 番 号 123-4567 （内線）   
 備考 １ 事業所の名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
    ２ 移転後の所在地及び連絡先は、移転による廃止の場合のみ記入してください。 
     ３ 条例第６５条の３第１項の規定による記録は配置図等を添付してください。 
                                       （Ａ４） 

土地登記簿の地番

も併記して下さい 

社 印 等 は

不要です 

該当する項目がない場合

は「なし」と記入してく

ださい 

記録表に記載できない

場合、別紙にまとめて

ください 

記録表と同等の項目が網羅

されていれば、記録表以外

の書式でもＯＫです。 
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細則第７号様式の８（第２条第 18 号の８） 

《記入例》 
 

土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌調査計画書 
 

平成○○年○○月○○日   
   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の５第 2 項の規定により次のとおり提出 
します。 

 
 
事業所の名称等 
 

 
 名   称 
  

 
株式会社○○○ 横浜事業所 

 
 所 在 地 横浜市○区○○町○○番地 

 
 調査の種類 

 
調査対象物質・調査地点・試料採取方法等 

 
  調査予定期間 

 
 
表土調査 

別紙(１)のとおり
 
 
 
                              

 
平成○年○月○日 
         ～ 
平成○年○月○日 

 
 
土壌ｶﾞｽ調査 

別紙(１)のとおり
 

 
平成○年○月○日 
         ～      
平成○年○月○日 

 
 

ﾎ ﾞ ｰ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ調査 

別紙( )のとおり 
 

 

 
    年  月   日 
         ～      
    年  月   日

 
 
地下水調査 

別紙( )のとおり 
 
 

 
    年  月   日 
         ～        

年  月  日 

 
 
その他調査 

別紙( )のとおり 
 
 
 

 
    年  月   日 
         ～     
    年  月  日 

連 
 
絡 
 
先 

 
株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室                

 
                   担当者氏名 ○○ ○○ 
                               電話番号  123-4567 （内線）   

 備考 １ 事業所の名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
２ 調査事項には配置図、調査地点図等を添付してください。 

                                       （Ａ４） 

社 印 等 は

不要です 

該当しない調査は斜線

を引いてください 

⑪ 調査機関の概要 

⑫ 調査対象地の概要 

⑬ 調査対象物質 

⑭ 調査方法 

⑮ 調査スケジュール など 

ボーリング調査や地下水調査を行う

場合は、別途調査計画書を提出する必

要があります。 
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細則第７号様式の９（第２条第 18 号の９） 
《記入例》 

 
土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌調査報告書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の５第２項の規定により次のとおり報告 
します。 

 
 
事業所の名称等 
 

 
 名   称 株式会社○○○ 横浜事業所 

 
 所 在 地  横浜市○区○○町○○番地 

 
 調査の種類 

 
調査対象物質・調査地点・試料採取方法等 

 
  調査実施期間 

 
 
表土調査 

別紙(１)のとおり
 
 
 
                              

 
平成○年○月○日 
         ～ 
平成○年○月○日 

 
 
土壌ｶﾞｽ調査 

別紙(１)のとおり
 

 
平成○年○月○日 
         ～      
平成○年○月○日 

 
 

ﾎ ﾞ ｰ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ調査 

別紙( )のとおり 
 

 

 
    年  月   日 
         ～      
     年  月   日

 
 
地下水調査 

別紙( )のとおり 
 
 

 
    年  月   日 
         ～        

年  月  日 

 
 
その他調査 

別紙( )のとおり 
 
 
 

 
    年  月   日 
         ～     
    年  月  日 

連 
 
絡 
 
先 

 
    株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室 
 
                   担当者氏名 ○○ ○○               
                               電話番号  123-4567（内線）   

 備考 １ 事業所の名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
     ２ 調査事項には配置図、調査地点図等を添付してください。 
                                       （Ａ４） 

社 印 等 は

不要です 

該当しない調査は斜線

を引いてください 

⑯ 調査機関の概要 

⑰ 調査対象地の概要 

⑱ 調査対象物質 

⑲ 調査結果 

⑳ 調査スケジュール など 

表層土壌調査で基準超過がみられたため、ボ

ーリング調査まで実施した場合はボーリング

調査結果も併せて報告できます。 
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細則第７号様式の 10（第２条第 18 号の 10） 
《記入例》 

 
土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌汚染対策計画書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の５第２項の規定により次のとおり提出 
します。 

 
事業所名称等 

 
名   称 

 
株式会社○○○ 横浜事業所 

 
所 在 地 

 
横浜市○区○○町○○番地 

               
  
 
               
               
       
 
            
 
 
 
処 理 対 策 の 内 容 

 
          

     
 
 
                   
     

（対象物質、対策範囲、対策方法等）                              
 
 別紙のとおり 
 
                        
                                                                
                                
                                                                
                                
                       
 

                                
 
 
 

 
□現地内処理対策       ☑現地外処理対策 

               
処理対策予定期間 

                                            
     平成○年○○月○○日 ～ 平成○年○○月○○日               

連 
 
絡 
 
先 

 
     株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室 
 
                   担当者氏名 ○○ ○○               
                               電話番号  123-4567（内線）   

 備考 １ 事業所名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
     ２ 調査事項には配置図、調査地点図等を添付してください。 
 
 
                                       （Ａ４） 

社 印 等 は

不要です 

⑮ 土壌調査結果の概要 

⑯ 措置に係る詳細調査の結果 

⑰ 措置の方法とその工程 

⑱ 措置実施中の進行管理方法 

⑲ 周辺環境保全方法 

⑳ 措置完了確認方法 

21 措置に係る記録の保管方法 

22 その他必要な事項 

23  

どちらかに✔を

入れて下さい 
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細則第７号様式の 11（第２条第 18 号の 11） 
《記入例》 

 
土壌汚染有害物質使用地に係る土地形質変更土壌汚染対策完了報告書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の５第２項の規定により次のとおり報告 
します。 

 
事業所名称等 

 
名   称 

 
株式会社○○○ 横浜事業所 

 
所 在 地 

 
横浜市○区○○町○○番地 

               
  
 
               
               
       
 
            
 
 
 
処 理 対 策 の 内 容 

 
          

     
 
 
                   
     

（対象物質、対策範囲、対策方法等）                              
 

別紙のとおり 
 
 
                        
                                                                
                                
                                                                
                                

                                
 
                       
 
 
 

 
□現地内処理対策       ☑現地外処理対策  

               
処理対策実施期間 

                                            
         平成○年○月○日 ～ 平成○年○月○日 
                       

連 
 
絡 
 
先 

 
      株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室 
 
                   担当者氏名 ○○ ○○               
                               電話番号  123-4567（内線）   

 備考 １ 事業所名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
    ２ 調査事項には配置図、調査地点図等を添付してください。 
 
 
                                       （Ａ４） 

社 印 等 は

不要です 

24 措置の概要 

25 措置の対象の汚染土壌の範囲及び量 

26 周辺環境保全調査結果 

27 措置完了確認調査結果 

28 その他必要な事項（写真、マニフェスト

等の記録類） 

 

どちらかに✔を

入れて下さい 
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細則第７号様式の 12（第２条第 18 号の 12） 
《記入例》 

 
周知計画届出書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の６の規定により次のとおり届出ます。 
 

 
事業所名称等 
 
 
 

 
名   称 

 
株式会社○○○ 横浜事業所 

 
所 在 地 

 
 横浜市○区○○町○○番地 

土壌汚染有害物質使
用地の位置及び区域 

                                       
別紙のとおり 

 
周知の予定年月日 

 
 平成○○年○○月○○日 

     
  周知の方法 
   
   
   

                  
  現場掲示板にて周知 
                                                              

   
  周知の対象 
     
     

                               
  近隣住民                                                      

     
周 知 す る 
土 壌 汚 染 対 策 
の 概 要 
 
 
 
 

                               
 別紙のとおり  ※現場掲示板の場合、掲示場所 

                                

     
    その他 

                                                                 

連 
 
絡 
 
先 

 
     株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室 
 
                   担当者氏名 ○○ ○○               
                               電話番号  123-4567（内線）   

 備考 １ 事業所の名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
    
                                       （Ａ４） 

社 印 等 は

不要です 

① 住民説明会の開催 

② 自治会への文書又は口頭による情

報提供 

③ 周辺住民へのチラシ投函 など 

周知の範囲は、自治会相当

の範囲内の住民です。 

対策の概要、期間、 

連絡先など 

周知開始日は、形質の変更着手前 
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細則第７号様式の 13（第２条第 18 号の 13） 
《記入例》 

 
周知完了届出書 

 
平成○○年○○月○○日   

   （報告先）  
      横浜市長 
                報告者   住  所 横浜市○区○○町○-○-○          
                         株式会社○○○ 横浜事業所  

                    氏  名 代表取締役社長 ○○ ○○ 
                         （法人の場合は、名称及び代表者の氏名）  
 
  横浜市生活環境の保全等に関する条例第 65 条の６の規定により次のとおり届出ます。 
 

 
事業所名称等 

 
名   称 

 
 株式会社○○○ 横浜事業所 

 
所 在 地 

 
 横浜市○区○○町○○番地 

土壌汚染有害物質使
用地の位置及び区域 

                                       
別紙のとおり 

 
周知の年月日 

 
 平成○○年○○月○○日 ～ 平成○○年○○月○○日 

     
  周知の方法 
   
   
   

                  
  現場掲示板にて周知                                           
                                               

   
  周知の対象 
     
     

                               
  近隣住民                                                      
                                                           
                                

     
周 知 す る 
土 壌 汚 染 対 策 
の 概 要 

                                      
  別紙のとおり ※現場掲示板の場合、掲示場所 
                                                       
                                                           
                                        

     
    その他 

                                                          
                     

連 
 
絡 
 
先 

 
       株式会社○○○ 横浜事業所  環境保全部環境管理室 
 
                   担当者氏名 ○○ ○○               
                               電話番号  123-4567 （内線）   

 備考 １ 事業所の名称等には、事業所の案内図を添付してください。 
     
 
                                       （Ａ４） 
 

社 印 等 は

不要です 

計画書と異なった場合、必

ず記入して下さい 
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ー ー

措置を実施した範囲内 １以上 ー ー
※２の要件が確認さ
れるまで

地下水位の上昇がな
いことの確認

措置を実施した範囲に
ある地下水の流れの下
流側周縁

１以上
定期的に４回
以上/年

地下水汚染の生じて
いない状態が２年継
続すること　※２

ー

ー ー

※１の要件が確認さ
れるまで

地下水位の上昇がな
いことの確認

汚染土壌の囲い込みを
実施した範囲にある地
下水の流れの下流側周
縁

汚染土壌の囲い込みを
実施した範囲内

１以上
定期的に４回
以上/年

１以上 ー

【参考資料】

措置の種類と地下水の水質の測定内容

措置を実施した範囲に
ある地下水の流れの下
流側周縁

１以上
定期的に４回
以上/年

地下水汚染の生じて
いない状態が２年継
続すること

ー

ー

ー

措置の種類

措置を実施した範囲に
ある地下水の流れの下
流側周縁

現に地下水汚染が生
じた場合には以下の
措置に移行することと
なる。

ー

土壌汚染に起因する地
下水汚染が生じていな
い場合に実施　
対象となる土地の範囲
は土壌汚染に起因する
地下水汚染の状況を的
確に把握できる地点とす
る。

１以上

・当初１年間
定期的に４回
以上/年
・２～１０年目
１回以上./年
・１１年目以降
１回以上/２年

地下水の
水質の測定

原位置不溶化

１以上

対象となる土地の範囲
頻度

水質の測定

確認事項

観測井設
置箇所

１以上
定期的に４回
以上/年

水位の測定

頻度・（期間） 確認事項

定期的に４回
以上/年

地下水汚染の生じて
いない状態が２年継
続すること

ー ー

地下水汚染の生じて
いない状態が２年継
続すること　※１

地下水汚染の生じて
いない状態が２年継
続すること

ー ー

汚染土壌のあった範囲 １以上
定期的に４回
以上/年

地下水汚染の生じて
いない状態が２年継
続すること

ー ー

措置を実施した範囲に
ある地下水の流れの下
流側周縁

ー ー

埋め戻しを行った土地 １以上
定期的に４回
以上/年

地下水汚染の生じて
いない状態が２年継
続すること

不溶化
埋め戻し

原位置
封じ込め

遮水工
封じ込め

遮断工
封じ込め

原位置
浄化

掘削
除去

土
壌
汚
染
の
除
去

（出典）「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説（環境省監修、社団法
人　土壌環境センター編）」Ｐ．１６９

ー ー

※上記のうち措置実施
前に地下水汚染が認め
られていない場合

１以上 １回
地下水汚染の生じて
いないことの確認


